
別紙様式第一号（第四条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 J-FLEC 認定アドバイザー、J-FLEC 講師にかかるデータファイル 

行政機関等の名称 金融経済教育推進機構 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

普及推進部 アドバイザー課 

個人情報ファイルの利用目的 J-FLEC 認定アドバイザー及び J-FLEC 講師の審査業務並びに認

定・登録後の管理業務のため 

記録項目 １氏名（漢字またはフリガナ）、２生年月日（年齢）、３年代、

４性別、５住所、６最寄り駅、７職業、８所属法人・事務所

（名称、住所、電話番号）、９電話番号、１０メールアドレス、

１１ホームページ、１２問い合わせ方法、１３学歴・職歴、１

４業務経験、１５保有資格、１６得意な分野、１７自己 PR、１

８運転免許証番号、１９J-FLEC 認定アドバイザー合否、２０顔

写真、２１銀行口座、２２研修受講履歴、２３緊急連絡先とし

た者の氏名・続柄・住所・電話番号、２４J-FLEC 講師登録合

否、２５割引クーポン対象の有無、２６相談料の目安、２７相

談対応時間、２８相談方法、２９相談対応エリア 

記録範囲 J-FLEC 認定アドバイザーの認定、J-FLEC 講師の登録を受けるた

め申込みを行った者 

J-FLEC 講師登録を行った者が緊急連絡先とした者 

記録情報の収集方法 機構ホームページ内の「お申し込みフォーム」への J-FLEC 認定

アドバイザーの認定申請者からの入力により収集。J-FLEC 講師

については、「J-FLEC 認定アドバイザー専用ページ」からの収

集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ①記録項目１、３～８、１０～１７、２０及び２５～２９につ

いて、機構ホームページにより国民全般に提供 

②記録項目１～１８、２０、２１、２３及び２５～２９につい

て、業務委託先に提供 

③記録項目１～１８、２０、２１、２３及び２６～２９につい

て、各地金融広報委員会に提供 

④記録項目１及び５について、金融庁に提供 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）金融経済教育推進機構 経営戦略部 経営管理課 

（所在地）東京都中央区日本橋室町２－３－１ 



     室町古河三井ビルディング９Ｆ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第 21 条第７項に該当する

ファイル 

☐有無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第一号（第四条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 講師派遣先にかかるデータファイル 

行政機関等の名称 金融経済教育推進機構 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

普及推進部 事業推進課 

個人情報ファイルの利用目的 講師派遣事業の実施及び J-FLEC が主催・協力する金融経済教育

に関する各種ご案内のため 

記録項目 １団体名、２団体代表者名、３担当者名、４団体住所、５担当

者電話番号、６緊急連絡先電話番号、７担当者メールアドレ

ス、８派遣先住所 

記録範囲 講師派遣の申込みを行った者 

記録情報の収集方法 機構ホームページ内の「お申し込みフォーム」への派遣先担当

者からの入力により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 業務委託先、金融庁、財務局、各地金融広報委員会、全国銀行

協会、各地銀行協会、日本証券業協会 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）金融経済教育推進機構 経営戦略部 経営管理課 

（所在地）東京都中央区日本橋室町２－３－１ 

     室町古河三井ビルディング９Ｆ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

 令第 21 条第７項に該当する

ファイル 

☐有無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

- 



称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備考  

 

 

 


